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番 号 表 題 担当課名

２３ 指定居宅サービス事業者を指定した件 長寿いきがい課

２４ 指定居宅サービス事業の廃止について届出 同

があった件

２５ 指定介護予防サービス事業の廃止について 同

届出があった件

２６ 都市計画事業を認可した件 都市計画課

２７ 同 同

２８ 同 同

２９ 都市計画事業の変更を認可した件 同

３０ 同 同

【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１※ 不在者投票を行うことができる施設を指定

した件の一部を改正する件



徳
島
県
告
示
第
二
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
四
年
一
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

有
限
会
社
大
黒
屋

鳴
門
市
里
浦
町
里
浦
字
花
面
二

夢
心

徳
島
市
川
内
町
北
原
一
六
七
番
地

訪
問
介
護

令
和
四
年
一
月
一

一
五
番
地
七

一

ユ
ー
ハ
イ
ツ
一
〇
一
号
室

日



徳
島
県
告
示
第
二
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
一
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

社
会
福
祉
法
人
健
祥

徳
島
市
国
府
町
東
高
輪
字
天
満

吉
野
川
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン

吉
野
川
市
川
島
町
川
島
一
〇
六

通
所
リ
ハ
ビ
リ

令
和
三
年
十
月

令
和
三
年
十
一

会

三
五
六
番
地
一

タ
ー

番
地
二

テ
ー
シ
ョ
ン

六
日

月
三
十
日



徳
島
県
告
示
第
二
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
一
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

社
会
福
祉
法
人
健
祥

徳
島
市
国
府
町
東
高
輪
字
天
満

吉
野
川
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン

吉
野
川
市
川
島
町
川
島
一
〇
六

介
護
予
防
通
所

令
和
三
年
十
月

令
和
三
年
十
一

会

三
五
六
番
地
一

タ
ー

番
地
二

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

六
日

月
三
十
日

シ
ョ
ン



徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
市
計
画
事

業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

施
行
者
の
名
称

徳
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業

津
田
北
部
都
市
下
水
路

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
一
月
十
八
日
か
ら

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

徳
島
市
津
田
町
一
丁
目
の
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し



徳
島
県
告
示
第
二
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
市
計
画
事

業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

施
行
者
の
名
称

徳
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業

矢
三
東
都
市
下
水
路

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
一
月
十
八
日
か
ら

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

徳
島
市
南
矢
三
町
一
丁
目
の
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し



徳
島
県
告
示
第
二
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
市
計
画
事

業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

施
行
者
の
名
称

徳
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業

名
東
西
都
市
下
水
路

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
一
月
十
八
日
か
ら

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

徳
島
市
名
東
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
の
各
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し



徳
島
県
告
示
第
二
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

施
行
者
の
名
称

徳
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業

津
田
中
央
都
市
下
水
路

三

事
業
施
行
期
間

令
和
元
年
十
一
月
二
十
日
か
ら

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し



徳
島
県
告
示
第
三
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

施
行
者
の
名
称

徳
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業

八
万
南
都
市
下
水
路

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
六
年
一
月
二
十
日
か
ら

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
指

定
し
た
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
十
月
十
九
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
八
日徳

島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

田

丑

五

郎

一
の
表

の
項
中
「徳

島
市
蔵
本
町
１
丁
目
5番
地

」
を
「徳

島
市
蔵
本
町
１
丁
目
5番
地
1

」
に
改
め
、

42

同
表

の
項
中
「勝

浦
郡
勝
浦
町
棚
野
字
竹
国
1
3-
2

」
を
「勝

浦
郡
勝
浦
町
大
字
棚
野
字
竹
国
1
3番
地
2

」

76

に
改
め
、
同
表

の
項
中
「名

西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
4
3
4

」
を
「名

西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
4
3
4番

77

地
の
1

」
に
改
め
、
同
表

の
項
中
「徳

島
市
南
庄
町
４
丁
目
6
0

」
を
「徳

島
市
南
庄
町
４
丁
目
6
0
-
2

」

101

に
改
め
、
同
表

の
項
中
「阿

南
市
桑
野
町
岡
元
1-1

」
を
「阿

南
市
桑
野
町
岡
元
5-
1

」
に
改
め
る
。

117

二
の
表

の
項
中
「阿

波
市
吉
野
町
柿
原
字
二
条
1
4
6番
地

」
を
「阿

波
市
吉
野
町
柿
原
字
二
条
1
4
6番

53

地
1

」
に
改
め
る
。
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